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平成２９年中津川市議会（５月臨時会）議員提出議案について 

 

平成２９年中津川市議会（５月臨時会）において、議員提出議案が別紙の

とおり上程されますのでお知らせします。 

 

■件名 

・中津川市議会委員会条例の一部改正について 

・議会改革特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議について 

・病院・医療等対策特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議に 

ついて 

 

■上程日 

平成 29 年 5 月 18 日（木曜日） 



議第５１号 

  

中津川市議会委員会条例の一部改正について 

中津川市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

 

  平成２９年５月１８日提出 

 

 

            提出者  議会運営委員会 

                    委員長 粥川 茂和 
 

 



中津川市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 中津川市議会委員会条例（昭和３１年中津川市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

 附則第２項に見出しとして「（中津川市議会委員会条例の廃止）」を付する。 

 附則に次の２項を加える。 

 （常任委員の定数の特例） 

３ 平成２９年５月１８日から平成３１年４月２９日までの間に限り、第２条

第２項の表産業建設委員会の項中「７人」とあるのは「６人」とし、同表予

算決算委員会の項中「２１人」とあるのは「２０人」とする。 

（議会運営委員の定数の特例） 

４ 平成２９年５月１８日から平成３１年４月２９日までの間に限り、第４条

第２項中「７人」とあるのは「６人」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議第５２号 

  

議会改革特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議について 

議会改革特別委員会設置に関する決議の一部を改正するため、次のとおり決

議する。 

 

  平成２９年５月１８日提出 

 

 

              提出者  議会運営委員会 

                    委員長 粥川 茂和 

  



議会改革特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議 

 

 議会改革特別委員会設置に関する決議（平成２７年５月１５決議）の一部を

次のように改正する。  

第２項中「７人」を「６人」に改める。 

 

平成２９年５月１８日 

 

中 津 川 市 議 会  

 



議第５３号 

  

病院・医療等対策特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議に

ついて 

病院・医療等対策特別委員会設置に関する決議の一部を改正するため、次の

とおり決議する。 

 

  平成２９年５月１８日提出 

 

 

              提出者  議会運営委員会 

                    委員長 粥川 茂和 

 



病院・医療等対策特別委員会設置に関する決議の一部を改正する決議 

 

 病院・医療等対策特別委員会設置に関する決議（平成２８年６月１日決議）

の一部を次のように改正する。  

第２項中「１０人」を「７人」に改める。 

 

平成２９年５月１８日         

 

中 津 川 市 議 会  
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